
資料－４ 

覚  書 
 
１．株式会社Ｂベンドは、２００７年５月 1 日から､本件開発を再開し、11 月末

を目途に開発を完了する。 
 
２．株式会社 A サービスは、次のとおり、株式会社Ｂベンドに計３５００万円を

支払う。 
  （１）２００７年６月末       １５００万円 
  （２）本件開発完了時        ２０００万円 
 
３．株式会社Ｂベンドは、可及的速やかに C ソフト社製パッケージの返還に努め

るものとし、返金を受けた場合は受領後遅滞なくその全額を株式会社 A サービ

スに支払う。 
 
４．両者間の２００４年８月２５日付け開発基本契約は、本合意書で修正された

点以外はなお有効に存続する。 
 
５．本件につき両者間でなお紛争が発生した場合には、ソフトウェア仲裁センタ

ーの仲裁手続によって解決するものとし、可能な限り、下記署名の仲裁人がそ

の任にあたるものとする。 
 
２００７年４月２７日 
 
 
株式会社 A サービス：  

代表取締役社長   山下 信弘 
       代理人弁護士    青木 茂之 
 
株式会社Ｂベンド：   

代表取締役社長   小沢 清二 
       代理人弁護士    尾側 巻夫 
 
ソフトウェア仲裁センター： 
       仲裁人       押田 麻夫   
       同         野垣 早雲 
       同         鷹足 信子 


